介護保険負担限度額申請について

介護保険負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）

介護保険施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療医院等）の入所や短期入所（ショートステイ）を利用する場合、食費や居住費（滞在費）は全額自己負担となります。
しかし、一定の低所得要件を満たす方については、収入額等に応じて食費や居住費（滞在費）の負担軽減を受けることができます。軽減を受けるには申請が必要になります。

対象施設・サービス

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
・介護老人保健施設（老人保健施設）
・介護療養型医療施設（介護医療医院）
・短期入所生活介護（ショートステイ）
・短期入所療養介護（ショートステイ）

承認の要件

要介護または要介護認定を受けおり、以下の要件すべてを満たす方、または生活保護を受給している方

・本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること
・配偶者がいる場合には、世帯分離している場合であっても、配偶者が住民税非課税であること
・預貯金等が一定の金額以下であること

※預貯金等の要件は、所得によって異なります。
※令和8年8月から介護保険負担限度額認定の利用者負担段階と負担限度額の基準が変更となります。詳細は、厚生老労働省令和8年3月31日通知『介護保険最新情報（Vol.1481）をご確認ください。



申請について

申請書・委任状・同意書に必要事項を記入及び押印し、必要書類をお持ちのうえ介護保険課（本庁2階④番窓口）又は各支所（協和支所・明野支所・関城支所）へ申請してください。

※詳しい必要書類については『介護保険負担限度額申請の手続きに必要な書類』をご確認ください

申請に必要な書類　

・介護保険負担限度額申請書
　【R7.8.1～R8.7.31申請用】
[bookmark: _GoBack]  【R8.8.1～R9.7.31申請用】
・委任状
・同意書

令和8年度更新申請について

有効期限が令和8年7月31日までの負担限度額認定証をお持ちの方で、令和8年8月1日以降も負担限度額認定が必要な方は、更新申請が必要になります。申請書・委任状・同意書に必要事項を記入及び押印し、必要書類をお持ちのうえ介護保険課（本庁2階④番窓口）又は各支所（協和支所・明野支所・関城支所）へ申請してください

※令和8年8月31日（月）までに申請がない場合には8月分の認定ができないため減額となりません
